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はじめに 

 

１ 教育推進プラン策定の趣旨  

 

近年、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の障害が重度・重複化、多様化す

る傾向にあり、一人一人の教育的ニーズに応じた教育の一層の充実が求められる

ようになっています。 

本県では、各特別支援学校が自校の教育の充実に向けて取り組むとともに、就

学前からの教育相談など地域における特別支援教育の支援拠点としての役割を

積極的に果たしており、今後も幼稚園、小学校、中学校及び高等学校からの要請

に応じた助言又は援助など、更にその機能の発揮が求められています。 

一方、国においては、学校教育法の一部改正（平成１９年４月１日施行）が行

われ、盲学校、聾学校及び養護学校は、複数の障害種別を対象とすることができ

る特別支援学校となったほか、地域における特別支援教育のセンター的機能※ １

の発揮についても求められるようになりました。 

これらを背景として、県教育委員会では、平成２０年５月、学識経験者等によ

る「青森県特別支援学校在り方検討会議」を設置し、今後の県立特別支援学校の

在り方について諮問を行いました。平成２１年１月、同会議によって答申がまと

められ、県立特別支援学校の整備・充実の方向性について主に以下のような提言

が行われました。 

 

・ 視覚障害及び聴覚障害を対象とする特別支援学校における専門的機能の維持・

継続及び支援機能の拡充 

・ 知的障害を対象とする特別支援学校における肢体不自由教育部門の設置、大

規模化の緩和及び高等部職業教育の拡充 

・ 肢体不自由を対象とする特別支援学校における医療的ケア※２等の専門的な支

援を必要とする重度重複障害児に対応する教育機能の充実 

 

 
※１   地域における特別支援教育のセンター的機能：幼稚園、保育所、保育施設等や小学校、中学校及び高等学校の要請に応じて、 

教育上特別の支援を必要とする幼児、児童又は生徒の教育に関して必要な助言又は援助を行うよう努めること。（参考：学校  

教育法第７４条、同法第８１条第１項、「障害 のある子どものための地域における相談支援体制整備ガイドライン」平成 20 

年 3 月文部科学省、厚生労働省）  

※２   医療的ケア：特別支援学校で行われる日常的・応急的手当。たんの吸引、経管栄養及び導尿は、医療安全の確保が確実となる  

るような一定の条件の下で、教員が看護師との 連携・協力の下に行うことが許容される。（平成１８年度版文部科学省白書）  
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・ 病弱・身体虚弱を対象とする特別支援学校における高等部機能の拡充 

・ 関係機関との連携強化による地域における特別支援教育のセンター的機能の

充実 

 

県教育委員会では、この答申を踏まえ、新たな特別支援学校制度の下、本県に

おける特別支援学校の充実・発展に資するため、「青森県立特別支援学校教育推

進プラン」を策定しました。 

 

２ 教育推進プランの実施期間 

 

平成２３年度から２５年度までを前期、２６年度から２８年度までを後期とし

て、障害のある幼児児童生徒の動向や社会状況の変化、国及び県の施策の動向等

を踏まえて段階的に実施します。 
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Ⅰ 現状と課題 

 

１ 視覚障害を対象とする特別支援学校における教育 

  

＜現状＞ 

青森市に幼稚部、小学部、中学部、高等部及び専攻科を有する県立盲学校、

八戸市に小学部及び中学部を有する八戸盲学校を設置しています。在籍幼児児

童生徒数は、近年ほぼ横ばいの傾向にあり、各学校では、点字の読み書きをは

じめ、文字を拡大するなどの視覚を最大限活用した学習のほかに、理療に関す

る国家資格の取得を目指した職業教育など、視覚障害教育の専門性を生かし、

幼児児童生徒一人一人に応じた指導の充実に努めています。  

 また、小学校及び中学校に在籍する視覚障害のある児童生徒や中途視覚障害

者※３への支援を行っています。 

 

＜課題＞ 

 視覚障害を対象とする特別支援学校では、在籍幼児児童生徒の障害の重複化

や幅広い年齢層に対応した教育課程の編成・実施、自立と社会参加を目指した

幼稚部、小学部、中学部及び高等部の一貫した教育、中途視覚障害者に対する

教育相談など、視覚障害教育に関する専門性を高め、一層の教育の充実を図る

ことが求められています。 

また、視覚障害教育の専門性を活用し、視覚障害を対象とする特別支援学校

が未設置の地区における小学校及び中学校に在籍する視覚障害児や、中途視覚

障害者に対する支援機能の拡充が求められています。 

 

２ 聴覚障害を対象とする特別支援学校における教育 

 

＜現状＞ 

 青森市に幼稚部、小学部、中学部及び高等部を有する青森聾学校、弘前市及

び八戸市に幼稚部、小学部及び中学部を有する弘前聾学校及び八戸聾学校をそ 

れぞれ設置しています。在籍幼児児童生徒数は、近年、緩やかな減少傾向にあ 
 

※３   中途視覚障害者：緑内障や糖尿病などの病気やけがなどにより視覚障害になった人。  
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り、各学校では、補聴器等を活用したり、絵や文字、指文字、手話等を用いた

りすることで、話し言葉や書き言葉の習得を図るなど、聴覚障害教育の専門性

を生かし、幼児児童生徒一人一人に応じた指導の充実に努めています。 

また、医療の進歩により聴覚障害の早期発見や人工内耳※４の装着が進み、

早期から言葉を聞き取る力を育てることができるようになったことから、医療

機関と連携した乳幼児に対する教育相談を積極的に行うとともに、地域の小学

校及び中学校に在籍する聴覚障害のある児童生徒に対する支援を行っていま

す。 

加えて、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に在籍する発達障害の幼児児

童生徒のための支援要請も増えています。 

 

＜課題＞ 

聴覚障害を対象とする特別支援学校は、自校における自立と社会参加を目指

した指導の一層の充実や、新生児聴覚スクリーニング検査※５後の教育相談へ

の対応など、聴覚障害教育に関する専門性を高め、一層の教育の充実を図るこ

とが求められています。 

また、聴覚障害教育の専門性を活用し、発達障害の幼児児童生徒に対する 

言語及びコミュニケーションについての支援機能の拡充が求められています。 

 

３ 知的障害を対象とする特別支援学校における教育 

 

＜現状（県全体）＞ 

県内６地区（東青、西北、中南、上北、下北、三八）に設置している知的障 

害を対象とする特別支援学校では、児童生徒一人一人の自立と社会参加を目指

し、関係機関との連携の下、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成し

指導に当たるなど、小学部から高等部まで一貫した指導を進めています。 

特に、児童生徒の障害が重度・重複化、多様化する傾向にあり、個に応じた

きめ細かな指導の一層の充実に努めています。また、就職を希望する生徒に対

し、個別の教育支援計画を活用し、産業現場等における実習など職業教育や進 

 
※４   人工内耳：蝸牛（かぎゅう）に電極を埋め込んで、直接内耳の聴神経を電気的に刺激し脳に音を伝える装置。  

※５   新生児聴覚スクリーニング検査：早期に難聴を発見し、療育につなげる目的で分娩施設で実施している聴力検査。  
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路指導の充実に努めており、卒業生の就職及び職場定着に一定の成果が見られ

ます。 

 

（１） 東青地区、中南地区及び三八地区の知的障害を対象とする特別支援学校 

 

＜現状＞ 

東青地区においては、青森市に小学部、中学部及び高等部を有する青森

第二養護学校、高等部単独校で職業教育を中心に行う青森第二高等養護学

校、知的障害及び肢体不自由を対象とする高等部単独校の青森第一高等養

護学校を設置しています。 

中南地区及び三八地区においては、いずれも小学部、中学部及び高等部

を有する特別支援学校として、弘前市に弘前第一養護学校、黒石市に黒石

養護学校、八戸市に八戸第二養護学校をそれぞれ設置しています。 

青森第二高等養護学校は、県下で唯一、産業科を設置している学校とし

て、生徒の就労実現を推進する上で大きな役割を果たしています。 

また、知的障害を対象とする特別支援学校では、在籍児童生徒数が増加

傾向にありますが、特に、八戸第二養護学校では、増加が顕著であり、学

級数が増え学校規模が拡大しています。 

     

＜課題＞ 

在籍児童生徒数の増加が著しく、学校規模が拡大している八戸第二養護

学校においては、教育活動全体を通して、児童生徒一人一人が十分に力を

発揮できる学習を展開することが難しくなっており、適切な学習環境が求

められています。 

   また、中南地区及び三八地区の知的障害を対象とする特別支援学校にお

いては、職業教育を中心とする高等部教育の一層の充実を図ることが求め

られています。 
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（２） 西北地区、上北地区及び下北地区の知的障害を対象とする特別支援学校 

 

＜現状＞ 

西北地区、上北地区及び下北地区においては、いずれも小学部、中学部

及び高等部を有する特別支援学校として、つがる市に森田養護学校、上北

郡七戸町に七戸養護学校、むつ市にむつ養護学校をそれぞれ設置していま

す。 

これらの地区においても、近年、児童生徒の障害が重度・重複化、多様

化する傾向にあり、肢体不自由と知的障害を併せ有する児童生徒が、居住

地に近い知的障害を対象とする特別支援学校を選択する場合が多くなっ

てきています。 

 

＜課題＞ 

知的障害を対象とする特別支援学校は、肢体不自由を対象とする特別支

援学校が未設置である西北地区、上北地区及び下北地区において、知的障

害と肢体不自由の障害の特性に応じた教育を充実することが求められて

います。 

 

４ 肢体不自由を対象とする特別支援学校における教育 

 

＜現状＞ 

青森市に小学部及び中学部を有する青森第一養護学校と、高等部単独校の知

的障害及び肢体不自由を対象とする青森第一高等養護学校、弘前市及び八戸市

に小学部、中学部及び高等部を有する弘前第二養護学校及び八戸第一養護学校

をそれぞれ設置しています。なお、青森第一養護学校、弘前第二養護学校及び

八戸第一養護学校の３校は、県立医療療育センターと隣接しており、児童生徒

に対する医療的ケアや運動、健康管理などについて、医師等医療の専門家から

の助言を指導に生かすなど、指導の充実に努め、医療等関係機関との連携を図

りながら支援を行っています。 

在籍児童生徒数は、平成１０年度から平成２０年度までの１０年間で、ほぼ

横ばいで推移する中、重複学級に在籍する児童生徒数の割合は５８%から６７%



 - 7 -

と増加しています。また、医療的ケアを必要とする児童生徒は、日常的・応急

的手当の頻度が多くなるとともに、摂食指導※ ６等の専門的な支援を必要とす

るなど、障害が重度・重複化の傾向にあります。 

肢体不自由を対象とする特別支援学校においては、児童生徒の自立と社会参

加を目指し、障害の状況や進路希望に応じた教育課程を編成し、児童生徒一人

一人の教育的ニーズに対応した指導や支援が行われています。 

また、肢体不自由を対象とする特別支援学校では、小学校及び中学校に設置

されている肢体不自由を対象とする特別支援学級に在籍する児童生徒への支

援も行っています。 

 

＜課題＞ 

近年増えつつある医療的ケアや摂食指導等の専門的な支援を必要とする重

度重複障害児への支援を含め、今後も医療等関係機関との連携を深めていくこ

とにより、児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応し、更に専門的な指導や支

援を充実することが求められています。 

 

５ 病弱・身体虚弱を対象とする特別支援学校における教育 

 

＜現状＞ 

 青森市に小学部及び中学部を有する青森若葉養護学校と小学部、中学部及び

高等部を有する浪岡養護学校を設置しているほか、浪岡養護学校の高等部分教

室を青森若葉養護学校内に設置しています。なお、青森若葉養護学校は県立中

央病院と、浪岡養護学校は国立病院機構青森病院とそれぞれ隣接しており、医

師等医療の専門家からの助言を指導に生かすなど、指導の充実に努め、医療等

関係機関との連携を図りながら支援を行っています。 

在籍する児童生徒は、治療のために転入したり、病状が寛解※ ７し前籍校へ

転出するなど、短期間の入退院を繰り返す傾向があります。 

在籍児童生徒数が、近年、ほぼ横ばいで推移する中、学校開設当初に多かっ

た慢性疾患や筋ジストロフィーなどの児童生徒が少なくなってきている一方 

 
※６   摂食指導：かむ、飲み込むなどの食べる機能の状態に配慮した指導。  

※７   寛解：症状が一時的または永続的に軽減または消失すること。 
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で、精神疾患等を有する児童生徒の転入学の割合が増えています。 

また、浪岡養護学校高等部青森若葉分教室については、開設当時は転入学 

する生徒が少なかったことから、分教室として対応してきましたが、青森若葉

養護学校の中学部を卒業した生徒を含め、一定の在籍が見られるようになって

います。 

 

＜課題＞ 

精神疾患等を有する児童生徒に対する専門的な対応とともに、入退院に伴う

転出入における小学校、中学校及び高等学校との連携をより一層強化し、継続

した適切な支援を行うことが求められています。 

あわせて、青森若葉養護学校内に設置している浪岡養護学校高等部分教室に

ついては、近年、一定の在籍が見られるようになったことから、青森若葉養護

学校の教育目標に基づいて小学部、中学部及び高等部の一貫した教育を行うこ

とが求められています。 

 

６ 地域における特別支援教育のセンター的機能 

 

＜現状＞ 

各特別支援学校は、自校の在籍幼児児童生徒の指導に加えて、幼稚園、小学

校、中学校及び高等学校に在籍し、特別な教育的支援を必要とする幼児児童生

徒及び保護者への支援や、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教員への助

言又は援助などを積極的に行い、地域の特別支援教育の中心的な役割を果たし

てきました。 

 これらの取組により、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校を対象とした 

教育相談の総件数は、平成１８年度以降、年間５，０００件を超えています。 

 

＜課題＞ 

 各特別支援学校においては、地域の医療や福祉、労働等関係機関との連携を

強化し、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校への支援を一層充実することが

求められています。 
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Ⅱ 基本方針 

 

特別支援学校においては、特別な教育的支援の必要な幼児児童生徒について、

充実した学習環境で、専門性の高い指導による適切な教育を推進するとともに、

地域の医療や福祉、労働等関係機関との連携を深め、地域における特別支援教育

のセンター的機能を果たしていくことがますます重要となっています。 

このことから、青森県特別支援学校在り方検討会議の答申を踏まえ、次の視点

から教育推進プランを策定し、特別支援学校の充実・発展を図ります。 

 

１ 複数の障害種別に対応した教育の充実 

 

肢体不自由のある児童生徒が地域の身近な特別支援学校に就学し、障害の特

性に応じた専門的な指導を受けられるように、知的障害と肢体不自由の複数の

障害種別に対応した教育の充実を図ります。 

 

２ 学校規模が大きい特別支援学校の学習環境の充実 

 

在籍児童生徒数が多くなり、学校規模が大きくなっている知的障害を対象と

する特別支援学校について、児童生徒一人一人が十分に力を発揮できる適切な

学習環境の充実を図ります。 

 

３ 高等部教育の充実 

 

生徒一人一人の自立と社会参加に必要な生きる力を一層高めるため、病弱・

身体虚弱を対象とする特別支援学校高等部について義務教育段階からの一貫

した教育の充実を図るとともに、知的障害を対象とする特別支援学校高等部に

ついては、職業的自立を目指した教育の充実を図ります。 

 

４ 地域における特別支援教育のセンター的機能の充実 

 

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に在籍する発達障害を含む障害のある

幼児児童生徒への支援を拡充するため、特別支援学校の地域における特別支援

教育のセンター的機能の充実を図ります。
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Ⅲ 実施計画 

 

１ 前期実施計画（平成２３年度～２５年度） 

 

（１）知的障害と肢体不自由の複数の障害種別に対応した教育の充実 

 

知的障害を対象とした七戸養護学校及びむつ養護学校については、肢体不自由教育

部門を整備し、知的障害と肢体不自由の複数の障害種別に対応した専門的な教育の充

実を図ります。 

なお、森田養護学校については、児童生徒の動向等を踏まえ、検討を進めます。 

 

（２）病弱・身体虚弱を対象とする特別支援学校の高等部教育の充実 

 

青森若葉養護学校については、発達段階に応じて自分の病気を理解し、生活を自己

管理するなどの力をより一層高めることができるように、小学部、中学部及び高等部

の一貫した教育の充実を図ります。 

 

（３）聴覚障害を対象とする特別支援学校による特別支援教育のセンター的機能の充実 

  

弘前聾学校については、聴覚障害教育の専門性を活用し、中南地区における発達障

害を含む障害のある幼児児童生徒への支援拠点としての役割を持たせ、地域における

特別支援教育のセンター的機能の一層の充実を図ります。 

なお、青森聾学校及び八戸聾学校については、それぞれの地区の状況等を踏まえ、

検討を進めます。 
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（４）学校規模が大きい特別支援学校の学習環境の充実に向けた検討 

 

八戸第二養護学校については、県立学校の余裕教室を活用するなど、児童生徒一人

一人が十分に力を発揮できる、適切な学習環境の充実に向けた検討を進めます。 

 

（５）知的障害を対象とする特別支援学校高等部の職業教育の充実に向けた検討 

 

知的障害を対象とする特別支援学校高等部については、卒業生の就職及び職場定着

の一定の成果を踏まえ、生徒の自立と社会参加を一層図るため、職業教育の充実に向

けた検討を進めます。 

 

（６）視覚障害を対象とする特別支援学校の特別支援教育のセンター的機能の充実に向

けた検討 

 

県立盲学校及び八戸盲学校については、視覚障害教育の専門性を活用し、視覚障害

を対象とする特別支援学校が未設置の地区における小学校及び中学校に在籍する視

覚障害のある児童生徒や中途視覚障害者への支援拠点としての役割を持たせ、地域に

おける特別支援教育のセンター的機能の充実に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 

２ 後期実施計画（平成２６年度～２８年度） 

 

前期実施計画の実施状況等を踏まえ、平成２５年度に後期実施計画を策定し、特別

支援学校の充実・発展を図ります。 



 

 

 

 

◇ 問い合わせ先 

〒030-8540  青森市新町２丁目３－１ 

青森県教育庁学校教育課特別支援教育推進室 

電 話   ０１７－７３４－９８８２ 

ﾌｧｯｸｽ   ０１７－７３４－８２７０ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   E-GAKYO@pref.aomori.lg.jp 


